
 

 

  

（名称） 

第１条 本会は、「男女共同参画ネットワークさの」という。  

 （事務所） 

第２条 本会は、事務所を会長宅に置く。  

 （目的） 

第３条 本会は、会員相互の理解と協力により、男女共同参画社会の実現をめ
ざす豊かで住みよいまちづくりに努めることを目的とする。  

 （組織） 

第４条 本会は、前条の趣旨に賛同し、かつ、以下に掲げる条件を満たす団体と
個人をもって組織する。 

２ 団体の条件 

（１）団体の事務所の所在地が佐野市内であること。 

（２）佐野市内で広く、継続して自主的活動ができる団体であること。 

（３）団体の構成員が５名以上であること。 

３ 個人の条件 

（１）佐野市に在住、または勤務していること。 

 （事業） 

第５条 本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（１）各種研修会及び学習会の開催  

（２）地域社会への積極的な参画と提言  

（３）会員相互の親睦及び交流に関する事業  

（４）各団体の活動の促進を図るための事業  

（５）その他、本会の目的達成に必要な事業  

 （加入脱退） 

第６条 本会に加入しようとする場合は随時、又は、脱退しようとする場合は、
３０日前までに会長に届け出るものとする。 

２ 前項の届出については、会長は、役員会に協議するものとする。  

 （専門部） 

第７条 第５条に規定する事業の円滑な運営を行うため、専門部を置くことが
できる。  

２ 前項の専門部の設置については、代表者会議で決める。  

３ 前項の専門部に、部員の互選により部会長及び副部会長を置く。  

４ 部会は、部員をもって構成し、部の事業を企画し、実施する。  

 （役員） 

第８条 本会に次の役員を置く。  

（１）会 長   １名  

（２）副会長   若干名  

（３）会 計   ２名 

（４）書 記   ２名 

（５）監 事   ２名  

 （役員の選任等） 

第９条 役員は、代表者会議において選出し、総会において承認する。  

２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、会長の再任は連続２期
までとする。  

３ 任期の途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。  
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（役員の任務） 

第１０条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。  

３ 会計は、本会の会計を経理する。  

４ 書記は、本会の会議等を記録する。  

５ 監事は、本会の会計を監査する。 

 （会議） 

第１１条 会議は、総会、役員会及び代表者会議とする。  

 （総会） 

第１２条 総会は、毎年１回開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催する
ことができる。 

２ 総会は、会長が招集し、議長は会長が任命する。  

３ 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

（１）予算及び決算 

（２）事業計画及び事業報告 

（３）会則の改廃 

（４）その他会長が必要と認める事項  

４ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長が決

する。 

５ 総会開催が困難な場合は、書面審議､又はオンラインとすることができる。  

 （役員会） 

第１３条 役員会は、必要に応じ、会長が招集する。  

２ 役員会は、次の者をもって構成し、本会の運営及び事業実施に関する事項を
審議するものとする。 

（１）第８条に規定する監事を除く役員  

（２）第７条に規定する部会長  

 （代表者会） 

第１４条 代表者会は、必要に応じ、会長が召集する。  

２ 代表者会は、加入団体の代表をもって構成し、本会の重要事項を協議するも
のとする。 

３ 代表者会において、審議会等へ推薦する委員については、選出する。  

 （経費） 

第１５条 本会の経費は、会費、寄付金等をもって充てる。  

２ 前項に規定する会費は、団体の構成員数により、次のとおりとする。  

（１）団体（５名から２０名まで）   年額２，０００円 

（２）団体（２１名から１００名まで） 年額３，０００円 

（３）団体（１０１名から）      年額４，０００円 

（４）個人              年額  ５００円 

 （会計年度） 

第１６条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 （補則） 

第１７条 この会則の定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に
代表者会で協議し決定する。  

 

   附 則  

 １この会則は、平成１７年７月 ８日から施行する。  

 ２この会則は、平成２５年５月２２日から施行する。  

 ３この会則は、平成２７年５月２０日から施行する。  

 ４この会則は、令和 ４年５月１６日から施行する。  


